
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長　殿

【提出日】 2026年６月23日提出

【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　廣川　雅一

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

【事務連絡者氏名】 秋永　芳郎

【電話番号】 03-6691-2017

【届出の対象とした募集

（売出）内国投資信託受

益証券に係るファンドの

名称】

カレラインフラ・ファンド

【届出の対象とした募集

（売出）内国投資信託受
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で有価証券報告書を提出しましたので、2025年12月19日付をもって提出した有価証券届出書

（以下「原届出書」といいます。）の関係情報等を更新するため、また、その他の情報について訂

正を行なうため、本訂正届出書を提出いたします。

 

Ⅱ【訂正の内容】

原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部　　　　　は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
 
（４）【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

取得申込受付日の基準価額とします。

 

※「基準価額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を

除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法

により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と

いいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上１万

口単位に換算した価額で表示することがあります。

基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。

 
＜訂正後＞

取得申込受付日の基準価額とします。

 

※「基準価額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を

除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価

法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」

といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上１

万口単位に換算した価額で表示することがあります。

基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
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第二部【ファンド情報】
 

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

 

以下の内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に

運用を行うとともに、安定的な分配を目指すことを基本方針とします。

信託約款の定めにより、当ファンドの信託金の上限額は500億円です。ただし、委託会社は受託会

社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

 

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類お

よび属性区分に該当します。

 

商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉）

 

単位型

 

追加型

 

国内

 

海外

 

内外

株式

債券

不動産投信

その他資産（   ）

資産複合

 

属性区分表

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態

 

株式

一般

大型株

中小型株

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット

属性（   ）

不動産投信

その他資産

（投資信託証券

（資産複合

（インフラ投信・

不動産投信・

株式）））

資産複合（　　）

 

 

年１回

年２回

年４回

年６回

（隔月）

年12回

（毎月）

日々

その他

（   ）

 

 

グローバル

（日本を含む）

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

 

 

 

ファミリー

ファンド

 

 

ファンド・

オブ・ファンズ

 

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
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商品分類の定義

単位型・

追加型

追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従

来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

投資対象

地域

国内 目論見書または信託約款において、国内の資産による投資収益

を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象

資産

資産複合 目論見書または信託約款において、「株式」、「債券」、「不

動産投信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資

収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

 

属性区分の定義

投資対象

資産

その他資産

（投資信託証券

（資産複合（イ

ンフラ投信・不

動 産 投 信 ・ 株

式）））

目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて

複数資産（インフラ投信・不動産投信・株式）に投資する

ものをいいます。なお、括弧内の記載はその該当複数資産

を表します。

決算頻度 年６回

（隔月）

目論見書または信託約款において、年６回決算する旨の記

載があるものをいいます。

投資対象

地域

日本 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収

益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま

す。

投資形態 ファミリー

ファンド

目論見書または信託約款において、親投資信託（ファン

ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投

資対象として投資するものをいいます。

※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の

商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ

（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。

 

＜ファンドの特色＞

◆　カレラインフラ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要

投資対象とします。なお、日本の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）

している投資信託証券および株式等に直接投資する場合があります。

 
 

（略）
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（略）
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（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（略）

③ 委託会社の概況

イ．資本金の額（2025年10月末日現在）

（略）

ハ．大株主の状況（2025年10月末日現在）

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

③ 委託会社の概況

イ．資本金の額（2026年４月末日現在）

（略）

ハ．大株主の状況（2026年４月末日現在）

（略）
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２【投資方針】

（２）【投資対象】

＜訂正前＞

（略）

⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的

な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場

合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

 
＜訂正後＞

（略）

⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理

的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資

産総額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった

場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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（３）【運用体制】

＜訂正前＞

（略）

② 内部管理体制

（略）

（注）運用体制は2025年10月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

（略）

② 内部管理体制

（略）

（注）運用体制は2026年４月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
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（５）【投資制限】

＜訂正前＞

（略）

⑪ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的

な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産

総額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場

合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（略）

 
＜訂正後＞

（略）

⑪ デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理

的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑫ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資

産総額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった

場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（略）
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（参考）マザーファンドの投資方針等

＜訂正前＞

（略）

⑪　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（略）

 
＜訂正後＞

（略）

⑪　デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑫　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（略）
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３【投資リスク】

（３）リスク管理体制

＜訂正前＞

（略）

② リスク管理担当部署等の概要

（略）

（注）投資リスクに対する管理体制は2025年10月末日現在のものであり、今後、変更となる場合

があります。
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＜訂正後＞

（略）

② リスク管理担当部署等の概要

（略）

（注）投資リスクに対する管理体制は2026年４月末日現在のものであり、今後、変更となる場合

があります。
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４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

（略）

③ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

＜訂正前＞

（略）

 

＜訂正後＞

（略）
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５【運用状況】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」を以下の内容に更新・訂

正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

（１）【投資状況】

「カレラインフラ・ファンド」

(令和８年４月30日現在)

資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 1,321,562,152 98.91

現金・預金・その他資産

（負債控除後）
- 14,429,498 1.08

合計(純資産総額) 1,335,991,650 100.00

（注） 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

＜参考＞カレラインフラ・マザーファンド

(令和８年４月30日現在)

資産の種類 地域別（国名） 時価合計(円) 投資比率(％)

株式 日本 227,086,000 17.18

投資証券 日本 1,048,949,000 79.37

現金・預金・その他の資産

(負債控除後)
- 45,534,770 3.44

合計(純資産総額) 1,321,569,770 100.00

（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和８年４月30日現在)

国/

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(%)

日本 親投資信託受益証券
カレラインフラ・

マザーファンド
1,281,825,560 1.0025 1,285,030,123 1.0310 1,321,562,152 98.92

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

 

（種類別投資比率）

(令和８年４月30日現在)

種類 投資比率(%)

親投資信託受益証券 98.92

合計 98.92

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
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＜参考＞カレラインフラ・マザーファンド

(令和８年４月30日現在)

国／地域 種類 銘柄名 業種
数量又は

額面総額

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

投資

比率

(％)

日本 投資証券 エネクス・インフラ投資法人 - 4,060 56,748 230,399,072 58,900 239,134,000 18.09

日本 投資証券 いちごグリーンインフラ投資法人 - 3,950 47,858 189,040,127 60,300 238,185,000 18.02

日本 投資証券
カナディアン・ソーラー・インフラ

投資法人
- 2,590 94,998 246,047,254 91,000 235,690,000 17.83

日本 投資証券 東京インフラ・エネルギー投資法人 - 4,670 50,909 237,748,112 50,000 233,500,000 17.67

日本 株式 日清紡ホールディングス 電気機器 25,000 1,276.04 31,901,000 2,063.00 51,575,000 3.90

日本 株式 タクマ 機械 16,000 2,505.41 40,086,560 2,759.00 44,144,000 3.34

日本 投資証券 産業ファンド投資法人 - 300 149,085 44,725,572 145,900 43,770,000 3.31

日本 投資証券
グリーンライト・再エネインフラ投資法

人
- 450 80,878 36,395,538 80,600 36,270,000 2.74

日本 株式 大和証券グループ本社

証券、

商品先物取引

業

23,000 1,389.77 31,964,710 1,467.50 33,752,500 2.55

日本 株式 日本製鉄 鉄鋼 50,000 658.50 32,925,206 572.30 28,615,000 2.17

日本 株式 ダイセル 化学 23,000 1,441.38 33,151,928 1,232.00 28,336,000 2.14

日本 株式 帝人 繊維製品 15,000 1,389.00 20,835,091 1,574.50 23,617,500 1.79

日本 投資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投資法

人
- 200 113,914 22,782,998 112,000 22,400,000 1.69

日本 株式 大阪瓦斯 電気・ガス業 3,000 6,298.10 18,894,322 5,682.00 17,046,000 1.29

（注） 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

 

（種類別投資比率）

(令和８年４月30日現在)

種類 国内／外国 業種
投資比率

（％）

株式 国内 繊維製品 1.79

化学 2.14

鉄鋼 2.17

機械 3.34

電気機器 3.90

電気・ガス業 1.29

証券、商品先物取引業 2.55

投資証券 - - 79.37

合計 　 　 96.55

（注） 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

令和８年４月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通

りです。

特定期間末

または各月末

純資産総額

(円)

(分配落)

純資産総額

(円)

(分配付)

1口当たり

純資産額(円)

(分配落)

1口当たり

純資産額(円)

(分配付)

第１特定期間末
2,630,452,358 2,648,404,869 1.0257 1.0327

(令和３年 ３月22日)

第２特定期間末
2,822,044,791 2,841,016,065 1.0413 1.0483

(令和３年 ９月21日)

第３特定期間末
2,558,817,616 2,577,321,350 0.9680 0.9750

(令和４年 ３月22日)

第４特定期間末
2,506,186,750 2,523,337,965 1.0229 1.0299

(令和４年 ９月20日)

第５特定期間末
2,326,993,356 2,343,098,362 1.0114 1.0184

(令和５年 ３月20日)

第６特定期間末
2,367,498,062 2,383,520,847 1.0343 1.0413

(令和５年 ９月20日)

第７特定期間末
2,200,723,400 2,216,596,773 0.9705 0.9775

(令和６年 ３月20日)

第８特定期間末
1,668,685,205 1,683,738,175 0.7760 0.7830

(令和６年 ９月20日)

第９特定期間末
1,119,275,117 1,130,499,285 0.5983 0.6043

(令和７年 ３月21日)

第10特定期間末
1,296,797,136 1,308,004,120 0.6943 0.7003

(令和７年 ９月22日)

第11特定期間末
1,305,919,864 1,316,640,760 0.7309 0.7369

(令和８年 ３月23日)

令和７年 ４月末日 1,125,477,043 － 0.6021 －

令和７年 ５月末日 1,160,003,483 － 0.6216 －

令和７年 ６月末日 1,181,273,163 － 0.6334 －

令和７年 ７月末日 1,210,099,086 － 0.6441 －

令和７年 ８月末日 1,275,593,749 － 0.6800 －

令和７年 ９月末日 1,314,697,719 － 0.7037 －

令和７年 10月末日 1,260,260,395 － 0.6737 －

令和７年 11月末日 1,362,252,968 － 0.7296 －

令和７年 12月末日 1,337,449,764 － 0.7219 －

令和８年 １月末日 1,366,479,720 － 0.7404 －

令和８年 ２月末日 1,392,420,729 － 0.7738 －

令和８年 ３月末日 1,315,314,862 － 0.7368 －

令和８年 ４月末日 1,335,991,650 － 0.7502 －
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②【分配の推移】

計算期間 1口当たりの分配金(円)

第１特定期間末

(令和２年９月29日～令和３年３月22日)
0.0070

第２特定期間末

(令和３年３月23日～令和３年９月21日)
0.0210

第３特定期間末

(令和３年９月22日～令和４年３月22日)
0.0210

第４特定期間末

(令和４年３月23日～令和４年９月20日)
0.0210

第５特定期間末

(令和４年９月21日～令和５年３月20日)
0.0290

第６特定期間末

(令和５年３月21日～令和５年９月20日)
0.0210

第７特定期間末

(令和５年９月21日～令和６年３月21日)
0.0290

第８特定期間末

(令和６年３月22日～令和６年９月20日)
0.0210

第９特定期間末

(令和６年９月21日～令和７年３月21日)
0.0180

第10特定期間末

(令和７年３月22日～令和７年９月22日)
0.0180

第11特定期間末

(令和７年９月23日～令和８年３月23日)
0.0180

 
③【収益率の推移】

計算期間 収益率(％)

第１特定期間末

(令和２年９月29日～令和３年３月22日)
3.3

第２特定期間末

(令和３年３月23日～令和３年９月21日)
3.6

第３特定期間末

(令和３年９月22日～令和４年３月22日)
△5.0

第４特定期間末

(令和４年３月23日～令和４年９月20日)
7.8

第５特定期間末

(令和４年９月21日～令和５年３月20日)
1.7

第６特定期間末

(令和５年３月21日～令和５年９月20日)
4.3

第７特定期間末

(令和５年９月21日～令和６年３月21日)
△3.4

第８特定期間末

(令和６年３月22日～令和６年９月20日)
△17.9

第９特定期間末

(令和６年９月21日～令和７年３月21日)
△20.6

第10特定期間末

(令和７年３月22日～令和７年９月22日)
19.1

第11特定期間末

(令和７年９月23日～令和８年３月23日)
7.9

（注）「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直
前の計算期末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準
価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
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（４）【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。

計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)

第１特定期間末

(令和２年９月29日～

令和３年３月22日)

2,576,957,571 12,313,002 2,564,644,569

第２特定期間末

(令和３年３月23日～

令和３年９月21日)

283,661,936 138,124,419 2,710,182,086

第３特定期間末

(令和３年９月22日～

令和４年３月22日)

37,024,499 103,815,908 2,643,390,677

第４特定期間末

(令和４年３月23日～

令和４年９月20日)

27,791,431 221,008,448 2,450,173,660

第５特定期間末

(令和４年９月21日～

令和５年３月20日)

43,398,521 192,856,898 2,300,715,283

第６特定期間末

(令和５年３月21日～

令和５年９月20日)

55,148,377 66,894,306 2,288,969,354

第７特定期間末

(令和５年９月21日～

令和６年３月21日)

37,023,906 58,368,438 2,267,624,822

第８特定期間末

(令和６年３月22日～

令和６年９月20日)

11,253,638 128,454,048 2,150,424,412

第９特定期間末

(令和６年９月21日～

令和７年３月21日)

34,557,758 314,287,394 1,870,694,776

第10特定期間末

(令和７年３月22日～

令和７年９月22日)

25,223,645 28,087,594 1,867,830,827

第11特定期間末

(令和７年９月23日～

令和８年３月23日)

11,645,159 92,659,974 1,786,816,012

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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（参考情報）
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第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】

＜訂正前＞

① 基準価額の計算方法等

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除き

ます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法によ

り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といい

ます。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

（略）

 
＜訂正後＞

① 基準価額の計算方法等

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除き

ます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法に

より評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい

います。）を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

（略）
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第３【ファンドの経理状況】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」を以下の内容に更新・訂正いたしま

す。

 

＜更新・訂正後＞

 

１． 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の

計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

  

２． 当ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しており

ます。ただし、当ファンドの第11特定期間は、令和７年９月23日から令和８年３月23

日までといたします。

  

３． 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11特定期間（令

和７年９月23日から令和８年３月23日まで）の財務諸表について、ＵＨＹ東京監査法

人による監査を受けております。
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１【財務諸表】

【カレラインフラ・ファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

 
前特定期間

(令和７年９月22日現在)
当特定期間

(令和８年３月23日現在)

資産の部   
流動資産   
コール・ローン 29,182,262 33,990,151
親投資信託受益証券 1,281,701,648 1,285,030,123
未収利息 199 465

流動資産合計 1,310,884,109 1,319,020,739

資産合計 1,310,884,109 1,319,020,739

負債の部   
流動負債   
未払収益分配金 11,206,984 10,720,896
未払解約金 685,100 －
未払受託者報酬 69,996 76,329
未払委託者報酬 2,029,918 2,213,473
その他未払費用 94,975 90,177

流動負債合計 14,086,973 13,100,875

負債合計 14,086,973 13,100,875

純資産の部   
元本等   
元本 1,867,830,827 1,786,816,012
剰余金   
期末剰余金又は期末欠損金（△） △571,033,691 △480,896,148
（分配準備積立金） 157,951,502 142,707,963

元本等合計 1,296,797,136 1,305,919,864

純資産合計 1,296,797,136 1,305,919,864

負債純資産合計 1,310,884,109 1,319,020,739
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（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

 
前特定期間

自　令和７年３月22日

至　令和７年９月22日

当特定期間
自　令和７年９月23日

至　令和８年３月23日

営業収益   
受取利息 39,163 42,186
有価証券売買等損益 220,184,160 110,328,475

営業収益合計 220,223,323 110,370,661

営業費用   
受託者報酬 197,988 219,759
委託者報酬 5,741,661 6,372,802
その他費用 1,183,187 1,250,778

営業費用合計 7,122,836 7,843,339

営業利益又は営業損失（△） 213,100,487 102,527,322

経常利益又は経常損失（△） 213,100,487 102,527,322

当期純利益又は当期純損失（△） 213,100,487 102,527,322

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
706,829 1,563,523

期首剰余金又は期首欠損金（△） △751,419,659 △571,033,691
剰余金増加額又は欠損金減少額 10,640,358 25,921,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は

欠損金減少額
10,640,358 25,921,933

剰余金減少額又は欠損金増加額 9,071,542 3,710,844
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は

欠損金増加額
9,071,542 3,710,844

分配金 33,576,506 33,037,345

期末剰余金又は期末欠損金（△） △571,033,691 △480,896,148
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
   移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお

ります。

2. その他 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月21日から1月20日まで、1月
21日から3月20日まで、3月21日から5月20日まで、5月21日から7月20日ま
で、7月21日から9月20日まで及び、9月21日から11月20日までとなってお
ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日であ
る日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始ま
るものといたしますので、当特定期間は令和７年９月23日から令和８年３
月23日までとなっております。

 
（貸借対照表に関する注記）

項目
前特定期間

(令和７年９月22日現在)

当特定期間

(令和８年３月23日現在)

1. 期首元本額 1,870,694,776円 1,867,830,827円

 期中追加設定元本額 25,223,645円 11,645,159円

 期中一部解約元本額 28,087,594円 92,659,974円

2. 元本の欠損 571,033,691円 480,896,148円

3. 計算期間末日における受益権の総数 1,867,830,827口 1,786,816,012口

 
（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前特定期間
自　令和７年３月22日

至　令和７年９月22日

当特定期間
自　令和７年９月23日

至　令和８年３月23日

1. その他費用の内訳  1. その他費用の内訳  
 信託事務費用 1,183,187円  信託事務費用 1,250,778円

2. 分配金の計算過程  2. 分配金の計算過程  
第28期
令和７年３月22日
令和７年５月20日

第31期
令和７年９月23日
令和７年11月20日

A 費用控除後の配当等収益額 80,741円 A 費用控除後の配当等収益額 84,264円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券等損益額

－円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券等損益額

－円

C 収益調整金額 21,676,666円 C 収益調整金額 24,768,005円
D 分配準備積立金額 149,772,099円 D 分配準備積立金額 157,076,771円
E 当ファンドの分配対象収益額 171,529,506円 E 当ファンドの分配対象収益額 181,929,040円
F 当ファンドの期末残存口数 1,867,682,193口 F 当ファンドの期末残存口数 1,867,824,954口
G 10,000口当たり収益分配対象額 918円 G 10,000口当たり収益分配対象額 974円
H 10,000口当たり分配金額 60円 H 10,000口当たり分配金額 60円
I 収益分配金金額 11,206,093円 I 収益分配金金額 11,206,949円
第29期
令和７年５月21日
令和７年７月22日

第32期
令和７年11月21日
令和８年１月20日

A 費用控除後の配当等収益額 43,645,467円 A 費用控除後の配当等収益額 24,181,718円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券等損益額

－円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券等損益額

－円

C 収益調整金額 21,914,647円 C 収益調整金額 24,595,784円
D 分配準備積立金額 137,868,112円 D 分配準備積立金額 144,679,171円
E 当ファンドの分配対象収益額 203,428,226円 E 当ファンドの分配対象収益額 193,456,673円
F 当ファンドの期末残存口数 1,860,571,612口 F 当ファンドの期末残存口数 1,851,583,411口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,093円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,044円
H 10,000口当たり分配金額 60円 H 10,000口当たり分配金額 60円
I 収益分配金金額 11,163,429円 I 収益分配金金額 11,109,500円
第30期
令和７年７月23日
令和７年９月22日

第33期
令和８年１月21日
令和８年３月23日

A 費用控除後の配当等収益額 －円 A 費用控除後の配当等収益額 1,131,827円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券等損益額

－円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券等損益額

－円

C 収益調整金額 23,873,670円 C 収益調整金額 23,778,882円
D 分配準備積立金額 169,158,486円 D 分配準備積立金額 152,297,032円
E 当ファンドの分配対象収益額 193,032,156円 E 当ファンドの分配対象収益額 177,207,741円
F 当ファンドの期末残存口数 1,867,830,827口 F 当ファンドの期末残存口数 1,786,816,012口
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G 10,000口当たり収益分配対象額 1,033円 G 10,000口当たり収益分配対象額 991円
H 10,000口当たり分配金額 60円 H 10,000口当たり分配金額 60円
I 収益分配金金額 11,206,984円 I 収益分配金金額 10,720,896円

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

項目

前特定期間

自　令和７年３月22日

至　令和７年９月22日

当特定期間

自　令和７年９月23日

至　令和８年３月23日

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有

価証券、デリバティブ取引等の金融商品

の運用を投資信託約款に定める「運用の

基本方針」に基づき行っております。

同左

2.金融商品の内容及び

当該金融商品に係るリスク

当ファンドが運用する主な有価証券

は、「重要な会計方針に係る事項に関す

る注記」の「有価証券の評価基準及び評

価方法」に記載の有価証券等であり、全

て売買目的で保有しております。また、

主なデリバティブ取引には、先物取引、

オプション取引、スワップ取引等があ

り、信託財産に属する資産の効率的な運

用に資するために行うことができます。

当該有価証券及びデリバティブ取引に

は、性質に応じて市場リスク、価格変動

リスクや信用リスク等があります。

同左

3.金融商品に係る

リスク管理体制

コンプライアンス部では、運用状況の

モニタリング、運用に関する法令諸規則

の遵守状況の確認を行っております。

　また、管理部では、運用に関するリス

ク管理を行っております。

同左

 
Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

項目
前特定期間

(令和７年９月22日現在)

当特定期間

(令和８年３月23日現在)

1.貸借対照表計上額、

時価及びその差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上

しているため、その差額はありません。

同左

2.時価の算定方法 ①有価証券

「注記表（重要な会計方針に係る事項

に関する注記）」の「有価証券の評価

基準及び評価方法」に記載しておりま

す。

①有価証券

同左

 ②デリバティブ取引

該当事項はありません。

②デリバティブ取引

同左

 ③上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は

帳簿価額と近似しているため、当該帳

簿価額を時価としております。

③上記以外の金融商品

同左

3.金融商品の時価等に関する

事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づ

く価格のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる

前提条件等によった場合、当該価額が異

なることもあります。

同左
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（有価証券に関する注記）

 

前特定期間（自2025年３月22日　至2025年９月22日）

売買目的有価証券
（単位：円）

種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券 129,852,407

合計 129,852,407

 

当特定期間（自2025年９月23日　至2026年３月23日）

売買目的有価証券
（単位：円）

種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額

親投資信託受益証券 23,457,406

合計 23,457,406

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

　　該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

　　該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 
前特定期間

(令和７年９月22日現在)

当特定期間

(令和８年３月23日現在)

1口当たり純資産額 0.6943円 0.7309円

（1万口当たり純資産額） (6,943円) (7,309円)

 

（４）【附属明細表】

 

①有価証券明細表

 

(ア)株式

　　該当事項はありません。

 

(イ)株式以外の有価証券（令和８年３月23日現在）
（単位：円）

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

親投資信託

受益証券

日本円 カレラインフラ・マザーファンド 1,281,825,560 1,285,030,123  
合計 銘柄数：１ 1,281,825,560 1,285,030,123  
 組入時価比率：98.4％  100.0％  

合計  1,285,030,123  
(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

 
②信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。
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（参考情報）

当ファンドは「カレラインフラ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部

に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

当ファンドの投資対象ファンドの状況は、以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

  

カレラインフラ・マザーファンド

 

（１）貸借対照表

（単位：円）
 (令和７年９月22日現在) (令和８年３月23日現在)

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 212,692,799 116,728,185

株式 － 201,363,000

投資証券 1,047,300,000 965,536,000

未収配当金 21,754,200 8,622,000

未収利息 1,456 1,599

流動資産合計 1,281,748,455 1,292,250,784

資産合計 1,281,748,455 1,292,250,784

負債の部   

流動負債   

未払金 － 7,241,126

流動負債合計 － 7,241,126

負債合計 － 7,241,126

純資産の部   

元本等   

元本 1,390,282,730 1,281,825,560

剰余金   

剰余金又は欠損金（△） △108,534,275 3,184,098

元本等合計 1,281,748,455 1,285,009,658

純資産合計 1,281,748,455 1,285,009,658

負債純資産合計 1,281,748,455 1,292,250,784
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（２）注記表
 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
自　令和７年９月23日

至　令和８年３月23日

1. 有価証券の評価基準及び方法 株式、投資証券

移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しておりま

す。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相

場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、

金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業

者から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2. 収益・費用の計上基準 受取配当金

原則として、株式、投資証券の配当落ち日において、確定

配当金額または予想配当金額を計上しております。

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

3. その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

マザーファンドの計算期間

当マザーファンドの計算期間は原則として毎年9月21日から

翌年9月20日までとしております。

 
（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する事項

項目
自　令和７年３月22日

至　令和７年９月22日

自　令和７年９月23日

至　令和８年３月23日

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有

価証券、デリバティブ取引等の金融商品

の運用を投資信託約款に定める「運用の

基本方針」に基づき行っております。

同左

2.金融商品の内容及び

当該金融商品に係るリスク

当ファンドが運用する主な有価証券

は、「重要な会計方針に係る事項に関す

る注記」の「有価証券の評価基準及び評

価方法」に記載の有価証券等であり、全

て売買目的で保有しております。また、

主なデリバティブ取引には、先物取引、

オプション取引、スワップ取引等があ

り、信託財産に属する資産の効率的な運

用に資するために行うことができます。

当該有価証券及びデリバティブ取引に

は、性質に応じて市場リスク、価格変動

リスクや信用リスク等があります。

同左

3.金融商品に係る

リスク管理体制

コンプライアンス部では、運用状況の

モニタリング、運用に関する法令諸規則

の遵守状況の確認を行っております。

　また、管理部では、運用に関するリス

ク管理を行っております。

同左

 

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

項目 (令和７年９月22日現在) (令和８年３月23日現在)

1.貸借対照表計上額、

時価及びその差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上

しているため、その差額はありません。

同左

2.時価の算定方法 ①有価証券

「注記表（重要な会計方針に係る事項

に関する注記）」の「有価証券の評価

基準及び評価方法」に記載しておりま

す。

①有価証券

同左

 ②デリバティブ取引

該当事項はありません。

②デリバティブ取引

同左

 ③上記以外の金融商品

短期間で決済されることから、時価は

帳簿価額と近似しているため、当該帳

簿価額を時価としております。

③上記以外の金融商品

同左
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3.金融商品の時価等に関する

事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づ

く価格のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれており

ます。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる

前提条件等によった場合、当該価額が異

なることもあります。

同左

 

（貸借対照表に関する注記）

項目 (令和７年９月22日現在) (令和８年３月23日現在)

1. 期首元本額 1,414,672,974円 1,390,282,730円

 期中追加設定元本額 －円 －円

 期中一部解約元本額 24,390,244円 108,457,170円

2. 元本の欠損 108,534,275円 －円

3. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,390,282,730口 1,281,825,560口

 
（有価証券に関する注記）

(自 2025年３月22日　至 2025年９月22日)

売買目的有価証券

（単位：円）

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額

投資証券 △155,445,560

合計 △155,445,560

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日まで

の期間に対応する金額であります。

 

(自 2025年９月23日　至 2026年３月23日)

売買目的有価証券
（単位：円）

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額

株式 4,939,425

投資証券 23,283,348

合計 28,222,773

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日まで

の期間に対応する金額であります。

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 (令和７年９月22日現在) (令和８年３月23日現在)

1口当たり純資産額 0.9219円 1.0025円

（1万口当たり純資産額） (9,219円) (10,025円)
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（３）附属明細表
 
①有価証券明細表（令和８年３月23日現在）

 

(ア)株式

次表の通りです。
     (単位：円)

種類 通貨 銘柄名 株数
評価額

備考
単価 金額

株式 日本円 帝人 15,000 1,511.50 22,672,500  

 ダイセル 23,000 1,307.50 30,072,500  

 日本製鉄 50,000 584.60 29,230,000  

 タクマ 16,000 2,702.00 43,232,000  

 日清紡ホールディングス 25,000 1,463.50 36,587,500  

 大和証券グループ本社 27,000 1,465.50 39,568,500  

 計 銘柄数：６ 156,000  201,363,000  

  組入時価比率：15.7％   17.3％  

 合計  156,000  201,363,000  

 
(イ)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額

投資証券 日本円 グリーンライト・再エネインフラ投資法人 340 26,962,000

 
 

いちごグリーンインフラ投資法人 4,090 230,676,000

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 2,610 236,205,000

東京インフラ・エネルギー投資法人 4,670 235,368,000

エネクス・インフラ投資法人 4,110 236,325,000

合計 銘柄数：５ 15,820 965,536,000

 組入時価比率：75.1％  82.7％

 合計  965,536,000

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

 
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

 

③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

 

【純資産額計算書】

「カレラインフラ・ファンド」

(2026年４月30日現在)

Ⅰ　資産総額 1,338,919,406円

Ⅱ　負債総額 2,927,756円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 1,335,991,650円

Ⅳ　発行済数量 1,780,893,494口

Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.7502円

 
＜参考＞
「カレラインフラ・マザーファンド」
純資産額計算書

(2026年４月30日現在)

Ⅰ　資産総額 1,321,569,770円

Ⅱ　負債総額 -円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 1,321,569,770円

Ⅳ　発行済数量 1,281,825,560口

Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0310円
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第三部【委託会社等の情報】
 

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

以下の内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

（１）資本金等（2026年４月末日現在）

① 資本金の額

１億6,240万円

② 会社が発行する株式総数（発行可能株式総数）

1,000株

③ 発行済株式総数

790株（普通株式）

④ 過去５年間における資本金の増減

該当事項はありません。

 

（２）委託会社の機構

① 会社の組織図

（注）上記組織は、2026年４月末日現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
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② 会社の意思決定機構

委託会社の取締役は３名以上、監査役は１名以上とし、株主総会で選任されます。取締役及

び監査役の選任は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によりません。取締役の任期は、選

任後１年以内、監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度うち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとし、任期満了前に退任した取締役または監査役の補欠とし

て選任された取締役または監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。委託

会社の業務の重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議に

よって代表取締役を選定し、必要に応じて専務取締役、常務取締役長各若干名を選定するこ

とができます。代表取締役社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括します。

 

③ 投資信託の運用の流れ

 

 

（注）上記組織は、2026年４月末日現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
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　２【事業の内容及び営業の概況】

以下の内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信

託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者（投資運用業）で、投

資信託委託業務（投資信託の運用、管理）を行っております。

 

2026年４月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。

 種類 本数 純資産総額

 公募 追加型 株式投資信託 36本 100,869百万円

 合計   36本 100,869百万円

（親投資信託を除く）
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３【委託会社等の経理状況】

 

以下の内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

（１）当社の財務諸表は、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取

引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 

（２）当社の中間財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条の規定

に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成して

おります。

 

（３）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

（４）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第15期事業年度の中間会計期間（令和７

年４月１日から令和７年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＵＨＹ東京監査法人により中間監

査を受けております。
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財務諸表等

１　財務諸表

（１）【貸借対照表】

  
第13期

(令和６年３月31日現在)

第14期

(令和７年３月31日現在)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円)

（資産の部)      

Ⅰ　流動資産      

１　現金及び預金   714,493  793,453

２　前払費用   2,146  1,456

３　未収委託者報酬   97,469  106,393

４　未収入金   28,152  26,594

５　未収投資助言報酬   135  244

流動資産合計   842,397  928,141

Ⅱ　固定資産 ※１     

１　有形固定資産   4,079  3,504

（１）器具備品  4,079  3,504  

２　無形固定資産   1,739  2,167

（１）ソフトウェア  1,739  2,167  

３　投資その他の資産   4,581  5,567

（１）繰延税金資産  4,581  5,567  

固定資産合計   10,400  11,240

資産合計   852,797  939,381
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第13期

(令和６年３月31日現在)

第14期

(令和７年３月31日現在)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円)

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１　未払金   111,840  118,793

（１）未払手数料 ※２ 61,941  63,835  

（２）その他未払金  49,899  54,957  

２　未払法人税等   26,274  37,429

３　未払消費税等   9,147  11,598

４　賞与引当金   5,300  6,100

流動負債合計   152,561  173,921

Ⅱ　固定負債      

１　退職給付引当金   843  1,276

固定負債合計   843  1,276

負債合計   153,404  175,197

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１　資本金   162,400  162,400

２　資本剰余金   162,400  162,400

（１）資本準備金  162,400  162,400  

３　利益剰余金   374,592  439,384

（１）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金  374,592  439,384  

株主資本合計   699,392  764,184

純資産合計   699,392  764,184

負債及び純資産合計   852,797  939,381
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（２）【損益計算書】

  

第13期

(自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日)

第14期

(自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業収益      

１　委託者報酬   831,711  986,072

２　投資助言報酬   1,744  1,657

営業収益合計   833,456  987,729

Ⅱ　営業費用      

１　支払手数料 ※１  535,266  626,828

２　委託計算費   36,321  37,983

３　調査費   12,678  14,810

４　営業雑経費   9,142  10,285

（１）通信費  2,853  3,477  

（２）協会費  1,336  1,411  

（３）印刷費  4,952  5,396  

営業費用合計   593,409  689,908

Ⅲ　一般管理費      

１　給料   102,583  99,761

（１）役員報酬  12,440  12,561  

（２）給料・手当  67,728  68,762  

（３）賞与  9,611  6,611  

（４）法定福利費  12,802  11,826  

２　旅費交通費   2,854  2,772

３　不動産賃借料   15,681  15,792

４　業務委託費   2,755  3,389

５　賞与引当金繰入   5,300  6,100

６　退職給付引当金繰入   1,041  1,251

７　租税公課   4,265  4,955

８　減価償却費 ※２  2,434  1,989

９　その他一般管理費   1,764  1,815

一般管理費合計   138,679  137,828

営業利益   101,366  159,992
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第13期

(自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日)

第14期

(自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅳ　営業外収益      

１　受取利息   －  37

営業外収益合計   －  37

経常利益   101,367  160,029

税引前当期純利益   101,367  160,029

法人税、住民税及び事業税   33,090  51,193

法人税等調整額   △738  △985

当期純利益   69,016  109,821
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（３）【株主資本等変動計算書】

 第13期

(自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日)

第14期

(自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日)

区分 金額（千円） 金額（千円）

株主資本   

資本金

当期首残高

当事業年度中の変動額

当事業年度中の変動額合計

 

162,400

 

－

 

162,400

 

－

当期末残高 162,400 162,400

資本剰余金

資本準備金

当期首残高

当事業年度中の変動額

当事業年度中の変動額合計

 

 

162,400

 

－

 

 

162,400

 

－

当期末残高 162,400 162,400

資本剰余金合計

当期首残高

当事業年度中の変動額

当事業年度中の変動額合計

 

162,400

 

－

 

162,400

 

－

当期末残高 162,400 162,400

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

当事業年度中の変動額

当期純利益

剰余金の配当

当事業年度中の変動額合計

 

 

 

334,016

 

69,016

△28,440

40,576

 

 

 

374,592

 

109,821

△45,030

64,791

当期末残高 374,592 439,384
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 第13期

(自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日)

第14期

(自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日)

区分 金額（千円） 金額（千円）

利益剰余金合計

当期首残高

当事業年度中の変動額

当期純利益

剰余金の配当

当事業年度中の変動額合計

 

334,016

 

69,016

△28,440

40,576

 

374,592

 

109,821

△45,030

64,791

当期末残高 374,592 439,384

株主資本合計

当期首残高

当事業年度中の変動額

当期純利益

剰余金の配当

当事業年度中の変動額合計

 

658,816

 

69,016

△28,440

40,576

 

699,392

 

109,821

△45,030

64,791

当期末残高 699,392 764,184

純資産合計

当期首残高

当事業年度中の変動額

当期純利益

剰余金の配当

当事業年度中の変動額合計

 

658,816

 

69,016

△28,440

40,576

 

699,392

 

109,821

△45,030

64,791

当期末残高 699,392 764,184
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重要な会計方針

 

１　固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

器具備品　　３年～20年

（２）無形固定資産（リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間(５年)に基づいております。

２　引当金の計上基準

 

（１）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

（２）退職給付引当金（前払年金費用）

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務

及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる

額を計上しております。

３　収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な

履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識

する通常の時点）は以下のとおりであります。

（１）委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対す

る一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年

２回から12回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が

充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益と

して認識しております。

（２）投資助言報酬

投資助言報酬は、投資助言契約に基づきファンドごとの資産残高に対

し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識していま

す。
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注記事項

（貸借対照表関係)

第13期

(令和６年３月31日現在)

第14期

(令和７年３月31日現在)

※１．固定資産の減価償却累計額は次の通りでありま

す。

有形固定資産の減価償却累計額

器具備品　　　　5,857千円

無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウェア　　4,105千円

 

※２．関係会社に対する負債は次の通りであります。

（流動負債）

未払手数料　　50,157千円

※１．固定資産の減価償却累計額は次の通りでありま

す。

有形固定資産の減価償却累計額

器具備品　　　　6,901千円

無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウェア　　4,922千円

 

※２．関係会社に対する負債は次の通りであります。

（流動負債）

未払手数料　　50,466千円

 

 

（損益計算書関係）

第13期

(自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日)

第14期

(自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日)

※１．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて

おります。

支払手数料　　402,468千円

 

※２．減価償却費の内容は次の通りであります。

減価償却費額　　　　　　　　2,434千円

有形固定資産減価償却費額　1,265千円

無形固定資産減価償却費額　1,169千円

 

※１．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて

おります。

支払手数料　　457,262千円

 

※２．減価償却費の内容は次の通りであります。

減価償却費額　　　　　　　　1,989千円

有形固定資産減価償却費額　1,171千円

無形固定資産減価償却費額　 817千円
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（株主資本等変動計算書関係)

第13期（自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

普通株式 790株 － － 790株

合計 790株 － － 790株

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

 

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（千円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

令和５年６月19日

定時株主総会
普通株式 28,440 36,000 令和５年３月31日 令和５年６月20日

 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

令和６年６月19日

定時株主総会
普通株式 45,030 利益剰余金 57,000 令和６年３月31日 令和６年６月20日
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第14期（自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

普通株式 790株 － － 790株

合計 790株 － － 790株

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

 

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（千円）

1株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

令和６年６月19日

定時株主総会
普通株式 45,030 57,000 令和６年３月31日 令和６年６月20日

 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

令和７年６月18日

定時株主総会
普通株式 54,510 利益剰余金 69,000 令和７年３月31日 令和７年６月19日
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に関する取組方針

当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定いたしますが、当期会計期間においては新規の出

資による資金調達は行っておりません。また、当期会計期間において銀行借入れによる調達も行って

おりません。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

当社の営業債権は、契約により決定された委託者報酬等の計上に限定されるため、信用リスクに晒

されることはほとんどないと認識しております。

（３）金融商品にかかるリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行にかかるリスク）の管理

当社の営業債権は、契約により金額が決定されるため、滞留債権が発生することはほとんどな

く、営業債権について信用リスクに晒されることはほとんどないと認識しております。

②　市場リスク（為替や金利などの変動リスク）の管理

当社は、投資信託財産の為替変動リスクの回避又は効率的運用を図るため、外国為替の売買予約

を行うことができるものとし、その取扱いについては、投資信託約款及び社内規程において定める

ところによるものといたします。

③　資金調達にかかる流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、銀行借入れによる資金調達を行っておらず、親会社からの出資に依存して資金調達を行

います。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用に関して的確な

施策を講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しています。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

第13期（令和６年３月31日現在）

令和６年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 714,493 714,493 －

（２）未収委託者報酬 97,469 97,469 －

（３）未収投資助言報酬 135 135 －

（４）未収入金 28,152 28,152 －

資産計 840,250 840,250 －

（５）未払金 （111,840) （111,840) －

未払手数料 (61,941) (61,941) －

その他未払金 (49,899) (49,899) －

（注）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブに関する事項

資　産

（１）現金及び預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収投資助言報酬、（４）未収入金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。

負　債

（５）未払金（未払手数料及びその他未払金）

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。

投資有価証券、デリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。

 

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

第13期（令和6年3月31日現在）
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３

（１）現金及び預金 － 714,493 －

（２）未収委託者報酬 － 97,469 －

（３）未収投資助言報酬 － 135 －

（４）未収入金 － 28,152 －

資産計  840,250  

（５）未払金 － （111,840) －

未払手数料 － (61,941) －

その他未払金 － (49,899) －
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第14期（令和７年３月31日現在）

令和７年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 793,452 793,453 －

（２）未収委託者報酬 106,393 106,393 －

（３）未収投資助言報酬 244 244 －

（４）未収入金 26,594 26,594 －

資産計 926,685 926,685 －

（５）未払金 （118,793) （118,793) －

未払手数料 (63,835) (63,835) －

その他未払金 (54,957) (54,957) －

（注）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブに関する事項

資　産

（１）現金及び預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収投資助言報酬、（４）未収入金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。

負　債

（５）未払金（未払手数料及びその他未払金）

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。

投資有価証券、デリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。

 

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

第14期（令和７年3月31日現在）
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３

（１）現金及び預金 － 793,453 －

（２）未収委託者報酬 － 106,393 －

（３）未収投資助言報酬 － 244 －

（４）未収入金 － 26,594 －

資産計  926,685  

（５）未払金 － （118,793) －

未払手数料 － (63,835) －

その他未払金 － (54,957) －
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（有価証券関係)

第13期（令和６年３月31日現在)

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

 

２．その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

 

３．時価評価されていない有価証券

該当事項はありません。

 

 

第14期（令和７年３月31日現在)

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

 

２．その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

 

３．時価評価されていない有価証券

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

項目

第13期

(自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日)

第14期

(自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日)

 

１　繰延税金資産の発生の主な原

因別の内訳

単位：千円

繰延税金資産

貯蔵品　　　　　　   906

賞与引当金　　　　 1,622

未払金　　　　　　  202

未払事業税　　　　 1,590

退職給付引当金　　　 258

一括償却資産         －

前払費用　　　　　　  1

合計　　　　　　 4,581

　　繰延税金資産合計　 4,581

単位：千円

繰延税金資産

貯蔵品　　　　　　   903

賞与引当金　　　　 1,867

未払金　　　　　　  206

未払事業税　　　　 2,109

退職給付引当金　　　 390

一括償却資産　　　　 40

前払費用　　　　　 　49

合計　　　　　　 5,567

　　繰延税金資産合計　 5,567

２　法定実効税率と税効果会計適

用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるとき

の、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法

人税等の負担率との差異が法定実効税

率の100分の５以下であるため注記を

省略しております。

法定実効税率と税効果会計適用後の法

人税等の負担率との差異が法定実効税

率の100分の５以下であるため注記を

省略しております。
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（セグメント情報等)

セグメント情報

第13期（自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第13期（自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日）

１．サービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省

略しております。

 

２．地域ごとの情報

（１）営業収益

本邦以外の外部顧客からの営業収益がないため、記載を省略しております。

 

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類

ニュージーランド株式ファンド 18,290 投資運用業

スイス株式ファンド 11,018 投資運用業

カレラ Jリートファンド 96,474 投資運用業

メキシコ株式ファンド 12,357 投資運用業

オランダ株式ファンド 24,859 投資運用業

カタール・アブダビ株式ファンド 1,898 投資運用業

ロシア株式ファンド  336 投資運用業

２１世紀東京 日本株式ファンド 17,350 投資運用業

イタリア株式ファンド 11,150 投資運用業

フランス株式ファンド 15,653 投資運用業

３つの財布 欧州リートファンド 42,481 投資運用業

３つの財布 欧州銀行株式ファンド

（毎月分配型）
44,190 投資運用業

スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファ

ンド
4,854 投資運用業

３つの財布 欧州不動産関連株ファンド

（毎月分配型）
40,523 投資運用業

３つの財布 米国銀行株式ファンド

（毎月分配型）
65,624 投資運用業

テキサス州株式ファンド 14,542 投資運用業
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フィリピン株式ファンド 5,304 投資運用業

カレラ 日本小型株式ファンド 7,818 投資運用業

オーストラリアリートファンド 29,194 投資運用業

カレラ 米国小型株式アクティブファンド 10,206 投資運用業

中欧株式ファンド 10,968 投資運用業

グローバル医薬品株式ファンド 27,704 投資運用業

カレラ改日本株式ファンド 6,672 投資運用業

未来の光 日本小型株式ファンド 40,093 投資運用業

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド 5,358 投資運用業

カレラインフラ・ファンド 19,921 投資運用業

ブラジル株式ファンド 9,297 投資運用業

アジア サプライチェーン株式ファンド 27,194 投資運用業

カレラＢＥＶ関連株ファンド 38,025 投資運用業

カレラ成長日本列島株式ファンド 30,523 投資運用業

ゆたか観光立国日本株式ファンド 60,037 投資運用業

インド株式ファンド 49,307 投資運用業
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セグメント情報

第14期（自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第14期（自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日）

１．サービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省

略しております。

 

２．地域ごとの情報

（１）営業収益

本邦以外の外部顧客からの営業収益がないため、記載を省略しております。

 

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類

ニュージーランド株式ファンド 17,360 投資運用業

スイス株式ファンド 11,568 投資運用業

カレラ Jリートファンド 95,672 投資運用業

メキシコ株式ファンド 12,966 投資運用業

オランダ株式ファンド 25,920 投資運用業

カタール・アブダビ株式ファンド     - 投資運用業

ロシア株式ファンド  299 投資運用業

２１世紀東京 日本株式ファンド 20,497 投資運用業

イタリア株式ファンド 12,657 投資運用業

フランス株式ファンド 15,924 投資運用業

３つの財布 欧州リートファンド 46,440 投資運用業

３つの財布 欧州銀行株式ファンド

（毎月分配型）
46,322 投資運用業

スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファ

ンド
3,329 投資運用業

３つの財布 欧州不動産関連株ファンド

（毎月分配型）
40,747 投資運用業

３つの財布 米国銀行株式ファンド

（毎月分配型）
70,786 投資運用業

テキサス州株式ファンド 13,856 投資運用業
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フィリピン株式ファンド 5,831 投資運用業

カレラ 日本小型株式ファンド 13,772 投資運用業

オーストラリアリートファンド 30,134 投資運用業

カレラ 米国小型株式アクティブファンド 11,092 投資運用業

中欧株式ファンド 15,573 投資運用業

グローバル医薬品株式ファンド 29,817 投資運用業

カレラ改日本株式ファンド 6,722 投資運用業

未来の光 日本小型株式ファンド 55,205 投資運用業

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド 8,798 投資運用業

カレラインフラ・ファンド 14,362 投資運用業

ブラジル株式ファンド 8,317 投資運用業

アジア サプライチェーン株式ファンド 28,239 投資運用業

カレラＢＥＶ関連株ファンド 29,500 投資運用業

カレラ成長日本列島株式ファンド 31,911 投資運用業

ゆたか観光立国日本株式ファンド 89,219 投資運用業

インド株式ファンド 72,913 投資運用業

グローバル食料株ファンド 34,734 投資運用業

航空宇宙戦略グローバルファンド 45,487 投資運用業

カナダ株式ファンド 20,083 投資運用業
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（関連当事者との取引）

第13期（自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日）

１．関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金

(百万円)

事業の

内容

議決権等の

被所有割合

(％)

関係内容
取引の

内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)
役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社 安藤証券（株）
愛知県

名古屋市
2,280

金融商品

取引業者
50.6 あり

投資信託

の販売等
証券代行 402,468 未払手数料 50,157

 
（注)１　取引金額には消費税等は含んでおりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

安藤証券株式会社（非上場）

（２）重要な関連会社

該当事項はありません。

 

 

第14期（自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日）

１．関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金

(百万円)

事業の

内容

議決権等の

被所有割合

(％)

関係内容
取引の

内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)
役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社 安藤証券（株）
愛知県

名古屋市
2,280

金融商品

取引業者
50.6 あり

投資信託

の販売等
証券代行 457,262 未払手数料 50,466

 
（注)１　取引金額には消費税等は含んでおりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格及びその他の条件を決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

安藤証券株式会社（非上場）

（２）重要な関連会社

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目

第13期

(自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日)

第14期

(自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日)

１株当たり純資産額 885,307円22銭 967,321円65銭

１株当たり当期純利益 87,362円66銭 139,014円42銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目

第13期

(自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日)

第14期

(自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 699,392 764,184

普通株式以外に帰属する純資産合計額（千円） － －

普通株式に係る当事業年度末の純資産額(千円) 699,392 764,184

普通株式の当事業年度末株式数(株) 790 790

 

(注)　１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目

第13期

(自　令和５年４月１日

至　令和６年３月31日)

第14期

(自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 69,016 109,821

普通株式以外に帰属する純利益(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 69,016 109,821

普通株式の当期中平均株式数(株) 790 790

 

（重要な後発事象)

該当事項はありません。
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中間財務諸表等

１　中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

  
当中間会計期間末

(令和７年９月30日現在)

区分
注記

番号
金額(千円)

(資産の部)    

Ⅰ　流動資産    

１　現金及び預金   767,429

２　前払費用   1.557

３　未収委託者報酬   120,523

４　未収投資助言報酬   133

５　未収入金   30,051

流動資産合計   919,695

Ⅱ　固定資産 ※１   

１　有形固定資産   3,326

（１）器具備品  3,326  

２　無形固定資産   1,722

（１）ソフトウェア  1,722  

３　投資その他の資産   4,720

（１）繰延税金資産  4,720  

固定資産合計   9,769

資産合計   929,464
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当中間会計期間末

(令和７年９月30日現在)

区分
注記

番号
金額(千円)

(負債の部)    

Ⅰ　流動負債    

１　未払金   115,944

（１）未払手数料 ※２ 72,379  

（２）その他未払金  43,564  

２　未払法人税等   28,905

３　未払消費税等   8,118

４　賞与引当金   5,360

流動負債合計   158,327

Ⅱ　固定負債    

　１　退職給付引当金   1,294

　　　固定負債合計   1,294

負債合計   159,622

（純資産の部）    

Ⅰ　株主資本    

１　資本金   162,400

２　資本剰余金   162,400

（１）資本準備金  162,400  

３　利益剰余金   445,042

（１）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  445,042  

株主資本合計   769,842

純資産合計   769,842

負債及び純資産合計   929,464
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（２）中間損益計算書

  

当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

区分
注記

番号
金額(千円)

Ⅰ　営業収益    

１　委託者報酬   528,242

２　投資助言報酬 ※１  725

営業収益合計   528,968

Ⅱ　営業費用    

１　支払手数料 ※２  337,843

２　委託計算費   19,585

３　調査費   6,652

４　営業雑経費   6,327

（１）通信費  1,550  

（２）協会費  911  

（３）印刷費  3,866  

営業費用合計   370,409

Ⅲ　一般管理費    

１　給料   50,559

（１）役員報酬  6,387  

（２）給料・手当  37,907  

（３）法定福利費  6,263  

２　旅費交通費   1,453

３　不動産賃借料   7,855

４　業務委託費   1,377

５　賞与引当繰入   5,360

６　退職給付引当金繰入   427

７　租税公課   2,564

８　減価償却費 ※３  1,089

９　その他一般管理費   1246

一般管理費合計   71,933

営業利益   86,625
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当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

区分
注記

番号
金額(千円)

Ⅳ　営業外収益    

１　受取利息   68

２　雑収入   50

３　賞与引当金戻入   693

営業外収益合計   811

経常利益   87,436

税引前中間純利益   87,436

法人税、住民税及び事業税   26,421

法人税等調整額   846

中間純利益   60,168
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（３）中間株主資本等変動計算書

 当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

区分 金額（千円）

株主資本  

資本金

当期首残高

当中間会計期間の変動額

当中間会計期間の変動額合計

 

162,400

 

-

当中間会計期間末残高 162,400

資本剰余金

資本準備金

当期首残高

当中間会計期間の変動額

当中間会計期間の変動額合計

 

 

162,400

 

-

当中間会計期間末残高 162,400

資本剰余金合計

当期首残高

当中間会計期間の変動額

当中間会計期間の変動額合計

 

162,400

 

-

当中間会計期間末残高 162,400

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

当中間会計期間の変動額

当中間会計期間純利益

剰余金の配当

当中間会計期間の変動額合計

 

 

 

439,384

 

60,168

-54,510

5,658

当中間会計期間末残高 445,042
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 当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

区分 金額（千円）

利益剰余金合計

当期首残高

当中間会計期間の変動額

当中間会計期間純利益

剰余金の配当

剰余金の配当当中間会計期間の変動額合計

 

439,384

 

60,168

-54.510

5,658

当中間会計期間末残高 445,042

株主資本合計

当期首残高

当中間会計期間の変動額

当中間会計期間純利益

剰余金の配当

当中間会計期間の変動額合計

 

764,184

 

60,168

-54,510

5,658

当中間会計期間末残高 769,842

純資産合計

当期首残高

当中間会計期間純利益

剰余金の配当

当中間会計期間の変動額合計

 

764,184

60,168

-54,510

5,658

当中間会計期間末残高 769,842
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重要な会計方針

項目

当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

１　固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

器具備品　　　３年～20年

（２）無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)に基づいております。

２　引当金の計上基準 （１）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

（２）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産に基づき、当中間会計

期間末において発生していると認められる額を計上

しております。

３　収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業

における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のと

おりであります。

（１）委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資

産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬

を投資信託によって主に年２回から12回受取ります。当

該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい

う前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益とし

て認識しております。

（２）投資助言報酬

投資助言報酬は、投資助言契約に基づきファンドごとの

資産残高に対し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じ

て収益として認識しています。
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注記事項

（中間貸借対照表関係)

当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

※１．固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。

有形固定資産の減価償却累計額

器具備品　　　　7,123千円

無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウェア　　5,368千円

 

※２．関係会社に対する負債は次の通りであります。

（流動負債）

未払手数料　　54,946千円

 

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

※１．営業収益の投資助言報酬は、平成27年６月15日に業務の種別に係る変更

登録につき、投資助言・代理業の追加を行い計上するものであります。

 

※２．関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。

支払手数料　　235,062千円

 

※３．減価償却費の内容は次の通りであります。

減価償却費額　　　　　　　　1,089千円

有形固定資産減価償却費額　　644千円

無形固定資産減価償却費額　　445千円
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（中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末

株式数

当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

発行済株式     

普通株式 790株 － － 790株

合計 790株 － － 790株

 

２．配当に関する事項　配当金支払額

 

（決議）
株式の種類

配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

令和７年６月18日      

定時株主総会 普通株式 54,510 69,000
令和７年

３月31日
令和７年６月19日

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）

当中間会計期間末(令和７年９月30日)

１．金融商品の時価等に関する事項

令和７年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。な

お、市場価格のない株式等は含まれておりません。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 767,429 767,429 －

（２）未収委託者報酬 120,523 120,523 －

（３）未収投資助言報酬 133 133 －

（４）未収入金 30,051 30,051 －

資産計 918,137 918,137 －

（５）未払金 (115,944) (115,944) －

未払手数料 (72,379) (72,379) －

その他未払金 (43,564) (43,564) －

負債計 (115,944) (115,944) －

（注）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブに関する事項

資　産

（１）現金及び預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収投資助言報酬、（４）未収入金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。

負　債

（５）未払金（未払手数料及びその他未払金）

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっています。

投資有価証券、デリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。
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(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当中間会計期間（2025年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３

（１）現金及び預金 － 767,429 －

（２）未収委託者報酬 － 120,523 －

（３）未収投資助言報酬 － 133 －

（４）未収入金 － 30,051 －

資産計  918,137  

（５）未払金 － (115,944) －

未払手数料 － (72,379) －

その他未払金 － (43,564) －
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（有価証券関係)

当中間会計期間末(令和７年９月30日)

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

 

２．その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

 

３．時価評価されていない有価証券

該当事項はありません。

 

（税効果会計関係）

項目

当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

 

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

単位：千円

繰延税金資産

貯蔵品　　　　　　　 852

賞与引当金　　　　 1,641

未払金　　　　　　　　35

未払事業税　　　　   1,720

退職給付引当金　　　 407

前払費用　　　　　　　 33

一括償却資産　　　　　30

合計　　　　　　 4,720

評価性引当額　　　　　 0

合計　　　　　　   4,720

繰延税金資産合計　 4,720

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人

税等の負担率との間に重要な差異がある

ときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との差異が法定実

効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（セグメント情報等)

セグメント情報

当中間会計期間（自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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関連情報

当中間会計期間（自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日）

１．サービスごとの情報

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

（１）営業収益

本邦以外の外部顧客からの営業収益がないため、記載を省略しております。

 

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類

ニュージーランド株式ファンド 7,980 投資運用業

スイス株式ファンド 5,967 投資運用業

カレラ Jリートファンド 48,538 投資運用業

メキシコ株式ファンド 6,828 投資運用業

オランダ株式ファンド 12,314 投資運用業

ロシア株式ファンド 143 投資運用業

２１世紀東京 日本株式ファンド 11,191 投資運用業

イタリア株式ファンド 7,024 投資運用業

フランス株式ファンド 7,805 投資運用業

３つの財布 欧州リートファンド 22,903 投資運用業

３つの財布 欧州銀行株式ファンド

（毎月分配型）
25,125 投資運用業

スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド － 投資運用業

３つの財布 欧州不動産関連株ファンド

（毎月分配型）
20,347 投資運用業

３つの財布 米国銀行株式ファンド

（毎月分配型）
32,728 投資運用業

テキサス州株式ファンド 6,120 投資運用業

フィリピン株式ファンド 2,592 投資運用業

カレラ 日本小型株式ファンド 7,830 投資運用業

オーストラリアリートファンド 14,653 投資運用業

カレラ 米国小型株式アクティブファンド 5,556 投資運用業

中欧株式ファンド 10,640 投資運用業

グローバル医薬品株式ファンド 14,976 投資運用業

カレラ改日本株式ファンド 3,292 投資運用業

未来の光 日本小型株式ファンド 38,752 投資運用業
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ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド 7,784 投資運用業

カレラインフラ・ファンド 5,202 投資運用業

ブラジル株式ファンド 3,771 投資運用業

アジア サプライチェーン株式ファンド 11,122 投資運用業

カレラＢＥＶ関連株ファンド 10,852 投資運用業

カレラ成長日本列島株式ファンド 14,647 投資運用業

ゆたか観光立国日本株式ファンド 54,123 投資運用業

インド株式ファンド 31,397 投資運用業

グローバル食料株ファンド 14,415 投資運用業

航空宇宙戦略グローバルファンド 39,456 投資運用業

カナダ株式ファンド 16,661 投資運用業

カレラ日本好配当ファンド

（毎月分配型）
5,265 投資運用業

カレラ英連邦３国ファンド 230 投資運用業

 

（１株当たり情報)

項目

当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

１株当たり純資産額 974,484円00銭

１株当たり当中間会計期間純利益 76,162円34銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当中間会

計期間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 

(注)　１株当たり当中間会計期間純資産額の算定上の基礎

項目

当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 769,842

普通株式以外に帰属する純資産合計額（千円） －

普通株式に係る当中間会計期間末の純資産額(千円) 769,842

普通株式の当中間会計期間末株式数(株) 790

 

 

 

(注)　１株当たり当中間会計期間純利益及び当中間会計期間純損失の算定上の基礎

項目

当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日)

中間損益計算書上の当中間会計期間純利益(千円) 60,168

普通株式以外に帰属する純利益(千円) －
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普通株式に係る当中間会計期間純利益(千円) 60,168

普通株式の当中間会計期間中平均株式数(株) 790

 

（重要な後発事象)

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

以下の内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

① 受託会社

名　　　称　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額　　　　324,279百万円（2026年４月末日現在）

事業の内容　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す

る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

 

＜参考＞　再信託受託会社の概要

名　　　称　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額　　　　10,000百万円（2026年４月末日現在）

事業の内容　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関

する法律に基づき信託業務を営んでいます。

関係業務の概要　　受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理

等）を行います。

② 販売会社

 名　称 資本金の額 事業の内容

 安藤証券株式会社 2,280百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商

品取引業を営んでいます。

2026年６月23日現在

 

３【資本関係】

＜訂正前＞

販売会社である安藤証券株式会社は、委託会社であるカレラアセットマネジメント株式会社の株

式を400株保有しており、2025年10月末日現在の発行済普通株式数に対する比率は、50.6％で

す。

その他の上記関係法人との間に資本関係はありません。

 

＜訂正後＞

販売会社である安藤証券株式会社は、委託会社であるカレラアセットマネジメント株式会社の株

式を400株保有しており、2026年４月末日現在の発行済普通株式数に対する比率は、50.6％で

す。

その他の上記関係法人との間に資本関係はありません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
 

令和８年５月25日
カレラアセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

UHY東京監査法人　
東京都品川区

指定社員
公認会計士 若槻　明　　

業務執行社員
 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド

の経理状況」に掲げられているカレラインフラ・ファンドの令和７年９月23日から令和８年３月23日ま

での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に

ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、カレラインフラ・ファンドの令和８年３月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す

る特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、カレラアセットマネジメント株式会社及

びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法

人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情

報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検

討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか

注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財

務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財

務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

 

利害関係

　カレラアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認

会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　　上

（注1）　上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は、当社が別途保管しております。

（注2）　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
 

令和7年6月2日
カレラアセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

UHY東京監査法人
東京都品川区

指定社員
公認会計士 若槻　明　　

業務執行社員
 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているカレラアセットマネジメント株式会社の令和6年4月１日から令和7年3月

31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、

重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、カレラアセットマネジメント株式会社の令和7年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了

する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と

してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監

査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる

作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財

務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財

務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上

（注1）　上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は、当社が別途保管しております。

（注2）　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
 

令和7年11月10日
カレラアセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

UHY東京監査法人
東京都品川区

指定社員
公認会計士 若槻　明

業務執行社員

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

等の経理状況」に掲げられているカレラアセットマネジメント株式会社の令和7年4月1日から令和8年3

月31日までの第15期事業年度の中間会計期間（令和7年4月1日から令和7年9月30日まで）に係る中間財

務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及

びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、カレラアセットマネジメント株式会社の令和7年9月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間（令和7年4月1日から令和7年9月30日まで）の経営成績に関する有用な

情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監

査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判

断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中

間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に

よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸

表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場

合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明

することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて

いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう

かを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

（注1）　上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

その原本は、当社が別途保管しております。

（注2）　ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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